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全国では、職場における熱中症によって、令和４年から３年連続で30人以上の
方が亡くなられている状況にあります。
また、熱中症による死亡災害のほとんどは「初期症状の放置・対応の遅れ」が原

因となって発生しています。このような状況を踏まえ、熱中症の重篤化を防止する
ため、令和７年６月１日に改正労働安全衛生規則が施行されました。

広島県の職場における熱中症の発生状況

職場の熱中症対策は万全ですか？

熱中症を生ずるおそれのある作業（※）を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」

がその旨を報告するための体制（連絡先や担当者）を事業場ごとに
あらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内
容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して
周知すること

今回の改正内容【労働安全衛生規則第612条の２】

※WBGT（湿球黒球温度）28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、
 継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

作成例は裏面

令和６年の死傷者数（死亡者及び休業４日以上）は、対前年比で２人の増加。
令和６年の死亡者は１人で、建設業（土木工事業）で発生しています。

(R7.7)

第１項：見つける（報告体制の整備と周知）

第２項：判断し、対処する（手順作成）



１ 見つける（報告するための体制）

リーフレット パンフレット 解釈 通達 リーフレット 実施要綱
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「職場における熱中症対策の強化について」 「STOP！熱中症クールワークキャンペーン」

■ 報告体制・緊急時の対応手順書の作成例

■ 作成した手順書等の周知の方法

「周知」の方法は、事業場の見やすい箇所への掲示、メールの送付、文書
の配布のほか、朝礼における伝達等口頭による方法があります。
なお、伝達内容が複雑である場合など、口頭だけでは確実に伝わることが

担保されない場合や、朝礼に参加しない者がいる場合なども想定されるため、
必要に応じて、複数の手段を組み合わせて行ってください。
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